
河川事業の事後評価項目調書 

事 業 名 (箇所名) 江の川下流水防災対策特定河川事業(上ヶ畑地区) 
事 業

主 体 
中国地方整備局 

実  施  箇  所 島根県邑南町上ヶ畑地区 

該  当  基  準 事業完了後一定期間(5 年以内)が経過した事業 

事  業  諸  元 
事業延長 L=500ｍ 

宅地嵩上げ：8戸(倉庫含まず) 

事  業  期  間 平成 10 年度～平成 15 年度 

総 事 業 費 (億円) 約 7.2 億円 

目 的 ・ 必 要 性 

・当地区は、江の川中流部(116K800～117K400 左岸)に位置し、背後を山地に挟まれた

山間狭窄部に位置する集落であり、古くから洪水に見舞われ、特に昭和 47 年 7 月洪

水では当地区の大部分の家屋８戸が浸水し、大被害を被った。 

・その後も梅雨・台風期には度々農地等の浸水被害が発生している。 

・通常の築堤方式で施工した場合、堤防と背後の急峻な山に囲まれた窪地に家屋が残る

ことによる住環境の悪化、田畑が著しく減少する等の弊害が発生する等の理由によ

り、水防災対策特定河川事業により、治水安全度の向上を図る。 

便 益 の 主 な 根 拠 想定年平均被害軽減期待額：0.4 億円 

 B:総便益 (億円) Ｃ:総費用 (億円) Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ EIRR(%) 基準年度 

当初 総便益 9.06 総費用 8.20 1.10 0.86 4.61 H13 
事  業  全  体  の 

投  資  効  率  性 

事後 総便益 10.59 総費用 8.11 1.31 2.48 6.37 H19 

事業の発現状況 

・事業の実施により、戦後最大である昭和 47 年 7 月洪水と同規模の洪水(8,600m3/s)

が発生した場合も、家屋の浸水被害が解消する。 

・整備後発生した平成 18 年 7月洪水（4,830m3/s）では、事業前後で 0.1ha の浸水被害

の軽減効果が見られた。 

事業実施による環境 

の変化 
特になし 

社会経済情勢等の変化 

・自治体の人口・世帯数は減少しているが、宅地嵩上げによる手法を用いることで、こ

れまでと同等以上の生活基盤が維持される。 

・事業の実施により、洪水に対する不安感が解消できているとともに、居住環境の改善

が見られ、精神面・環境面の向上がみられる。 

・防災業務・防災活動を軽減しており、河川改修事業は防災活動に対して有効と感じら

れている。 

今後の事後評価の必 

要性 

・整備後発生した平成 18 年 7 月洪水では、家屋の浸水被害が無く、想定した事業の効

果が確認され、地域住民の安全で快適な生活環境が確保されていることから、改めて

事後評価を実施する必要は無いと考える。 

改善措置の必要性 

・想定した事業の効果が確認されていることから、水防災対策特定河川事業について改

善措置の必要性はないと考える。 

・ただし、現施設の所定の治水安全度を確保するためには、上流の洪水調節施設及び河

道の河積の確保等が必要である。 

同種事業の計画・調 

査のあり方や事業評 

価手法の見直しの必 

要性 

中山間地域の治水事業等を、今後どのようにすべきか検討が必要である。 

対 応 方 針 (原案) 対応なし 

対 応 方 針 理 由 

・事業の効果が確認発現できることから改めて事後評価を実施する必要はない。 

・また、想定した事業の効果が確認できることから、水防災対策特定河川対策事業につ

いて改善措置の必要はない。－ 

そ の 他 － 
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江の川下流水防災対策特定河川事業（上ヶ畑地区）事後評価

国土交通省 中国地方整備局
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・当地区は、江の川中流部(116K800～117K400左岸)に位置し、背後山
地に挟まれた山間狭隘部に位置する集落であり、古くから洪水に
見舞われ、特に昭和47年7月の豪雨では当地区の大部分の家屋12戸
が浸水し、大被害を被った。

・その後も、梅雨・台風時期には度々農地等の浸水被害が発生してい
る。

・通常の築堤方式で施工した場合、堤防と背後の急峻な山に囲まれた
窪地に家屋が残ることによる住環境の悪化、田畑が著しく減少す
る等の弊害が発生する等の理由により、水防災対策特定河川事業
により、治水安全度の向上を図る。

流量配分図

約7.2億円事業費

8戸宅地嵩上げ

Ｌ＝500ｍ事業延長

江の川 左岸116K800～117K400(上ヶ畑地
区)

上ヶ畑地区

江
の
川

上ヶ畑地区

事業の概要（上ヶ畑地区） 平成12年度～平成15年度

江の川下流水防災対策特定河川事業
（上ヶ畑地区）
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【事業の背景】

■S47年洪水での甚大な災害を受けて上流の三次市
街地では堤防整備が進む

■三次市街地より下流は山間狭窄部を流れる河川

①山と山との間に点在するごく僅かな平地に小
集落を形成。

→治水対策必要箇所が多数点在

②河川特性上、通常の堤防方式では堤防が長く
大きくなり、膨大な費用と年数が必要。→事業
効果発現に時間を要す。

③通常の堤防方式の改修では、貴重な住環境が
消滅すると共に、堤防と背後の急峻な山に囲ま
れた窪地に家屋が挟まれる。
（居住環境の悪化）

【山間部を流れる江の川と点在する集落】

洪水時 洪水時 洪水時

水防災
事業

国土
交通省

国土交通省及び
市町村等

水防災事業及び
基本外事業堤防必要敷地

現 況 通常の築堤方式 水防災対策特定河川事業

江の川の特徴に対応した治水対策（水防災対策特定河川事業）の概要
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主な洪水被害状況

江
の
川

昭和47年7月

浸水実績

上ヶ畑地区

昭和47年7月洪水

三国橋

昭和47年7月洪水

江の川

昭和47年7月洪水

江の川
江の川

0戸

12戸

浸水家屋

0.6ha昭和58年7月

1.5ha昭和47年7月

浸水面積洪水

5
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●完成後●事業前

浸水が解消

昭和47年7月洪水が発生したら

0戸

－
117.04

(117K000)
117.04

(117K000)
水位（TP.

ｍ）

0戸8戸床上浸水 8戸

0戸0戸床下浸水

1.5ha

事業前

嵩上げ

浸水面積 0.7ha0.8ha

状
況

事業後
軽減分項目

事業実施による効果

昭和47年7月洪水浸水範囲

事業範囲
昭和47年7月洪水浸水範囲

事業の実施により、戦後最大洪水である昭和47年7月洪水と同規模の洪水
(8,600m3/s)が発生した場合に、家屋の浸水被害が解消できる。

5
1



6

4,83088H18.7.19

流出量

(ｍ3/s)

日雨量

(mm)
年月日

－0戸0戸床下浸水

－0戸0戸床上浸水

0.3ha

実施前

嵩上げ

浸水面積 0.1ha0.2ha

状
況

事業後
軽減分項目

河川水位

▽　112.88m

事業後

事業前

117.24m

(HWL.116.64+0.6)
115.90m

117K000 11
7K
00
0

平成18年7月豪雨に対する事業実施効果

江
の
川

事業後の想定範囲

事業前の氾濫域

整備後発生した平成18年7月洪
水(4,830m3/s)では、事業前後
で0.1haの浸水被害の軽減効果
が見られた。
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費用対効果分析

総便益【Ｂ】の算出

費用便益比【Ｂ/Ｃ】の算出

費用便益比（Ｂ/Ｃ）の算出の流れ

総便益【Ｂ】

残存価値の設定

年平均被害軽減期待額の算出

確率降雨規模毎の想定被害額の算出

確率降雨規模毎の氾濫シミュ
レーション(事業実施前後)

総事業費の算出

維持管理費の設定

総費用【Ｃ】の算出

総費用【Ｃ】

5
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400 

300 

200 

100 

0 

100 

200 

H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52 H57 H62
(年)

(百万円)

便益　河川改修

維持管理費

費用　河川改修

事業費現在価値(Total)

便益現在価値

河川改修

期　　間

完成後の評価期間(50年)

便
益
(
B
)

(年
平
均
被

害
軽

減
期

待
額

)

費
用
(
C
)

(事
業

費
)

河川改修完成後(50年)

河川改修完成(H15)

河川改修事業における便益

維持管理費

河川改修事業費

河川改修事業の便益(Ｂ)及び費用(Ｃ)

現在価値化後の「便益(B)」

現在価値化後の「費用(C)」

①評価期間中に発現
する氾濫ブロック
の年平均被害軽減
期待額を、現在価
値化した上で集計
する。

②残存価値を算
出し、①の合
計に加えて、
｢便益(B)｣を算
定する。

③建設費については、既投資額を現在価値化
した上で集計する。
維持管理費については施設完成後の評価期
間中に見込まれる額を、現在価値化した上
で集計する。
建設費及び維持管理費の合計を｢費用(C)｣と
する。

④②と③の結
果から、
｢費用便益
比（B/C)｣
を算定する。

基準年H19
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費用便益比(Ｂ／Ｃ)

1.10

8.2億円

0.8億円

0.8億円

8.2億円

9.1億円

－

9.1億円

0.4億円

新規採択時

－残存価値※（C3）

1.31費用便益比；B/C

8.1億円総事業費；C （C1+C2-C3）

0.9億円維持管理費（C2）

7.2億円建設費（C1）

10.6億円総便益；B （B1+B2）

0.2億円残存価値※（B2）

10.4億円便益（建設後50年）（B1）

0.4億円想定年平均被害軽減期待額

事後評価項 目

※：評価対象期間終了時点における残存価値は、平成17年4月の治水経済マニュアル見直しにより、
総費用から控除していたものが、便益に加算する扱いに変更された。

・新規採択時は、費用便益比(B/C)が1.10である。
・事後評価では、費用便益比(B/C)が1.31である。
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▽ 平水位 103.76m

事業実施による環境の変化

○特になし

・平水位より上での事業実施であり、河道内の変化を伴わないため、河
川環境には影響がない。

江の川

事業実施前後の横断形状の変化（117K000地点）

事業は河川環境に影
響を与えていない

事業実施前

事業実施後

上ヶ畑地区

事業実施範囲

江の川

事業実施後の河道状況

約2m

5
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水防関係者(邑南町職員・水防団員)におけるアンケート調査（回答：10名）

●河川改修事業の防災活動に対する
有効性に関して

●事業完了後に防災業務・防災活動で
軽減できた作業について

社会経済情勢等の変化

上ヶ畑地区住民におけるアンケート調査（回答：2世帯）

・事業の実施により、洪水に対する不安感が解消できているとともに、居住環境の
改善が見られ、精神面・環境面の向上がみられる。

・防災業務・防災活動を軽減しており、河川改修事業は防災活動に対して有効と感
じられている。

●事業完了後の洪水(精神面)に対して、2世帯が洪水に対する不安
感が解消(安全だと思う、まあ安全だと思う)している。

●事業完了後の居住(環境面)について、2世帯が居住環境が改善(非
常に住みよい、かなり住みよい)している。

1

9

1

6

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

見回り

避難の呼びかけ

避難させる
ための作業

水防活動
(土嚢積みなど)

変わらない

10

0

0

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

思う

少し思う

わからない

あまり思わない

全く思わない

江の川

事業実施後の河道状況

事業実施前の河道状況

地盤高約2m上昇

5
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今後の対応方針（案）
①費用対効果分析の算定基礎となった要因（費用、施設の利用状況、事業期間等）の変化

◇全体事業費 約７．２億円 ： 当初７．８億円であり道路等の構造物の見直しによりコスト縮減
◇工期 平成10～15年度 ： 当初平成10～13年度であり地元調整に時間を要し２年遅延
◇B/C＝１．３ （B：１１億円、C：８．１億円） ： 当初B/Cは１を越え妥当

【対応方針（案）】

◇上記①～④の各視点から、事業の効果が確認できることから、改めて事後評価を実施する必
要はない。

◇また、想定した事業の効果が確認できることから、水防災対策特定河川事業について改善措
置の必要はない。

②事業の効果の発現状況

◇事業の実施により、戦後最大洪水である昭和47年7月洪水と同規模の洪水(8,600m3/s)が発生
した場合に、家屋の浸水被害が軽減される。

◇整備後発生した平成18年7月洪水(4,830m3/s)では、0.1haの浸水被害の軽減が見られた。

③事業実施による環境の変化

◇特になし。

④社会経済情勢の変化

◇自治体、事業実施地区ともに人口・世帯数は減少しているが、宅地嵩上げによる手法を用いる
ことで、これまでと同等以上の生活基盤が維持されている。

◇事業の実施により、洪水に対する不安感が解消できているとともに、居住環境の改善が見られ、
精神面・環境面の向上がみられる。

◇防災業務・防災活動を軽減しており、河川改修事業は防災活動に対して有効と感じられている。
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